
＜その他、取組に特徴ある事例＞

○さとうきび作を中心とした農業の振興

１．集落協定の概要

市町村・協定名 沖縄県島 尻 郡北 大 東 村・北 大 東
しまじりぐんきただいとうそん きただいとう

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地（0％） 採草放牧地
521ha さとうきび

交 付 金 額 個人配分 ％
共同取組活動 農地管理費 88 ％

1，826万円 （ 100％ ） 道・水路管理費 9 ％
役員報酬等・その他 3 ％

％
協 定 参加 者 農業者 92人

２．取組に至る経緯

本地域は、さとうきび作を中心とする純農村地帯で、耕地土壌は弱酸性の国頭マージ

で保水力が弱いことからさとうきびの単収が低く生産量は不安定な状態にあった。製糖

副産物のバガス、ケーキの堆肥利用を推進しているが、堆肥生産量が少なく農地への還

元も限られることから、単収の向上が困難な状況であった。

このため、将来にわたって耕作放棄地の発生を防止し、単収向上によるさとうきび作

を中心とした持続可能な農業生産活動を維持し地域の活性化を図るため、関係者が一致

団結して集落協定を締結するに至った。

３．取組の内容

さとうきびの生産量を増大し、副産物であるバガスやケーキを利用した農地への堆肥

還元を促進するため、本交付金を活用し共同で肥料や農薬等を購入しさとうきび単収の

向上に取り組んでいる。また、干ばつ対策として、水路や農道等の清掃によるため池の

貯水率の向上や灌水チューブを利用しての点滴かんがい（少量の水で高い灌水効果が得

られる方法）の実施により、近年、単収の増加が図られつつある。

また、農家所得の向上を図るため、さとうきびとカボチャ等の輪作体系を確立し、遠

隔離島での持続可能な農業を推進している。さらに、各集落が年間を通して子ども会を

中心に農道の清掃や景観作物の植え付けを行い、集落内の美化に努めている。

＜各集落での植栽の様子＞ ＜農家への配布用肥料＞



［集落の将来像］

○農業機械をより効率的、安全に利用しコストの低減化を実現するために、農地の集団化や面整備を行

い、機械銀行システムを効率的に運用し機械・農作業の共同化等の充実を図る。また、農業機械を一元

的に管理することにより農業機械の更なるコスト削減に努める。

○農業機械の管理運営やオペレーター養成及び保守点検等を研鑽し、知識と技術の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 肥料や農薬等を共同取組活動にて購入し、各協定農家へ配布して耕作放棄地の防止や害虫駆除作業等

に努める。村、農協、製糖会社及び農業改良普及センターとの連携による生産指導体制を強化すると
ともに機械、施設の共同利用等を推進する。農用地集積計画に基づき高齢者農家や労働力不足の農家
から利用権の設定等を行い、農地の効率的利用を促進する。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 肥料、農薬、サトウキビ点滴

（畑521ha） （0.2ha） 灌漑ホースの購入

個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・農道等の管理 景観作物の作付け

・水路2㎞ （各公民館の花壇に花の植 機械・農作業の共同化

清掃、土砂あげ え付け） （耕起、砕土、覆土：70%

・農道等10㎞ 収穫：100%）

清掃、草刈り 共同取組活動

共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携

○住民総出での集落内の清掃を実施（年2回）

４．取組による変化と今後の課題等

・年々高齢化が進むなか、機械・農作業の共同化により、耕作放棄地が発生していな

い。

・共同取組活動費のほとんどを肥料の配布に充てているので、今後は堆肥・緑肥等の

他、防風林整備なども検討したい。

［平成21年度までの主な成果］

・各区の子ども会が地域の美化活動に参加し集落美化が推進

・肥料配布による生産量の向上と、大型機械の共同利用による営農経費の節減

○ 認定農業者の育成（当初:30名、目標:50、H21実績:80名）

○ さとうきびの単収（H17:約3.8t→H20:約5.7t）


